
大項目 配点 中項目
大項目内
の配点

チェック項目
チェック
対象

備考
中項目内
の配点

チェック項
目の実配点

評価
(○ or ×)

調査者特記事項

積込区域および荷降区域における特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が
ある。

書面と電
話確認等

産廃情報ネットを参考にする。 F F

許可証の複写が正当なものであることが行政に確認できる。 書面 〃 F F

許可の期限が切れていない。 書面 〃 F F

許可の範囲に、感染性廃棄物の収集運搬が含まれている。 書面 〃 F F

処分先と
の関係

F 処分先との
関係

F 処分を委託しようとする処分業者から忌避されていない。 処分先 F F

感染性廃棄物を保管していない。 現地 100 20

感染性廃棄物を保管している場合、許可を受けた積替え保管施設であるこ
とが許可証により確認できる。

現地 F F

医療廃棄物専用の収納容器を使用している。 利用者 100 20

容器の再利用を行っていない。
　利用者
現地

F F

制服と制帽があり、概ね全員が正しく着用している。 現地 30 1.2

草履を履いている者、踵を踏みつけている者がいない。 現地 70 2.8

手順書 30 医療廃棄物の取り扱いと、収集運搬作業について定める手順書がある。 現地 100 3

教育 30 全産連の医療廃棄物実務研修を過去3年間に1回以上受講している。 書面およ
び首実検

修了証を確認。 100 3

産業廃棄物の収集運搬車両として届け出たことが、確認できる。 書面 20 3

堅牢な材質による荷室が備えられている（無蓋もしくは幌掛け荷台は不
可）。

現地 20 3

荷室が保冷構造となっている。 現地 20 3

車両に消毒液、消火器等が備えられている。 現地 10 1.5

車両を週1回以上消毒していることが記録から確認できる。 現地 10 1.5

手入れ、清掃が行き届いている印象を受ける。 現地 10 1.5

車両点検簿をまじめにつけている。 現地 10 1.5

ゴム手袋等保護具を付けて作業している。 現地 20 3

医療廃棄物を収納容器ごと取り扱っている（途中で開けていない）。 現地 50 7.5

感染性廃棄物と非感染性廃棄物を分別して収集運搬している。 現地 20 3

作業日報をほぼ毎日つけていることが確認できる。 現地 10 1.5
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大項目 配点 中項目
大項目内
の配点

チェック項目
チェック
対象

備考
中項目内
の配点

チェック項
目の実配点

評価
(○ or ×)

調査者特記事項

すべての廃棄物についてマニフェストを使用していることが確認できる。 現地
電子マニフェストとの併用も可
とする。

50 7

私製マニフェストを製作していない。 現地 15 2.1

マニフェストB票をファイルして保管しており、その保管枚数が妥当であ
る。

現地
電子と紙を併用する場合に注
意(紙について確認する)。

20 2.8

保管されているB票の最古の日付が、検査日から5年以上遡るものである
（新規参入者の場合、その業務開始日まで）。

現地 〃 5 2.9

保管されているB票の最新の日付が、検査日7日前より新しい。 現地 〃 5 0.7

施行規則第10条の8の帳簿をまじめに付けている。もしくは電算処理して
いる。

現地 〃 5 0.7

契約書を必要としていない、もしくは契約書を使用していない。 書面 F F

再委託を前提とする契約でない。 書面 50 3

全国産業廃棄物連合会の標準契約書を使用している。 書面 50 3

全産連の標準契約書ではないが、施行令第6条の2第3項および，施行規則
第8条の4の2に規定する事項を含む契約書を使用している。 書面 30 1.8

合計

許可番号 許可番号

業者氏名（名称） 業者氏名（名称）

代表者氏名 代表者氏名

許可の年月日 許可の年月日

許可の有効年月日 許可の有効年月日

事業の範囲・産業廃棄物の種類 事業の範囲・産業廃棄物の種類

その他特記事項 その他特記事項

調査実施日 自 至

平成14年1月28日

特管産廃収集運搬業許可証に関する事項(積み込み地)

20

マニフェス
ト

70

現地調査実施日

調査担当者

契約書 30

特管産廃収集運搬業許可証に関する事項(荷下ろし地)

特記事項・全般評価

事務管理
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